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取引関連特許権等における特許権取得等研究開発活動に関する情報

　当社が様式２に記載した取引関連特許権等における特許権取得等研究開発活動に関する情報は以下のとおりです。
なお、様式２に記載した取引関連特許権等とその特許権取得等研究開発活動との関係性は様式３－１のとおりです。（様式２に記載した取引関連特許権等が複数である場合に限る）

	研究開発テーマＡ

	
	実施内容
	

	
	実施目的
	

	
	実施時期
	令和７年４月１日より前に開始した事業年度に研究開発活動を　行っている　・　行っていない

	
	担当部署
	

	
	取引関連特許権等との関連性
	

	
	
	①　特許権譲受等活動
	②　海外関連者委託研究開発活動
	③　国外事業所等研究開発活動

	
	実施内容及びその目的
	
	
	

	
	上記研究テーマとの関連性
	
	
	

	研究開発テーマＢ

	
	実施内容
	

	
	実施目的
	

	
	実施時期
	令和７年４月１日より前に開始した事業年度に研究開発活動を　行っている　・　行っていない

	
	担当部署
	

	
	取引関連特許権等との関連性
	

	
	
	①　特許権譲受等活動
	②　海外関連者委託研究開発活動
	③　国外事業所等研究開発活動

	
	実施内容
	
	
	

	
	実施目的
	
	
	

	
	上記研究テーマとの関連性
	
	
	

	研究開発テーマＣ

	
	実施内容
	

	
	実施目的
	

	
	実施時期
	令和７年４月１日より前に開始した事業年度に研究開発活動を　行っている　・　行っていない

	
	担当部署
	

	
	取引関連特許権等との関連性
	

	
	
	①　特許権譲受等活動
	②　海外関連者委託研究開発活動
	③　国外事業所等研究開発活動

	
	実施内容
	
	
	

	
	実施目的
	
	
	

	
	上記研究テーマとの関連性
	
	
	



	様式３に記載した特許権取得等研究開発活動のうち、特許権譲受等活動、海外関連者委託研究開発活動及び国外事業所等研究開発活動は、当該様式に記載しているもの以外はありません。（ただし、記載要領にのっとり、記載が必要な場合に限る。）

（備考）
１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
２．「取引関連特許権等における特許権取得等研究開発活動に関する情報」に関し、各研究開発テーマが取引関連特許権等と関連していることを証する書類等、経済産業大臣より追加で必要な資料の提出を求めることがある。

（記載要領）
１．□がある項目については、内容を確認の上、該当するものに✓を記すこと。
２．行が足りない場合は、追加すること。
３．令和９年４月１日より前に開始した事業年度における省令第五条第一項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けようとする場合において、様式２に記載した取引関連特許権等における特許権取得等研究開発活動に係る研究開発費が令和７年４月１日より前に開始した事業年度において生じている場合は、各研究開発テーマにおける①特許権譲受等活動、②海外関連者委託研究開発活動、③国外事業所等研究開発活動に係る欄は記載しなくて良い。
４．前項に該当する場合を除き、様式２に記載した取引関連特許権等のうち、過去に証明を受けた際の様式３に記載した取引関連特許権等のみに関連する研究開発テーマ（過去に証明を受けた際の申請書に記載した研究開発テーマにおいて、①特許権譲受等活動、②海外関連者委託研究開発活動、③国外事業所等研究開発活動に係る欄があったものに限る。）及び過去に証明を受けた際の様式３－１に記載した取引関連特許権等のみに関連する特許権等取得研究開発活動等との関係性は記載しなくて良い。
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